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区分 本校の課題 行動目標 取組内容 点検方法・時期 

教職員の規範意識・ 

倫理観の確立 

 

〇 「不祥事は誰でも起こり得る」と

いう意識をもち，不祥事防止や規範

遵守に対する当事者意識をより高

める必要がある。 

 

 

〇 個人情報流出防止のため，繰り返

し情報モラル，情報管理の徹底を図

る必要がある。 

〇 職員が当事者意識をもって研修

できる内容と方法を工夫する。 

〇 法令・法規など，私たちの服務の

根拠を理解する。 

 

 

○ 重要文書や電子データの管理を

徹底し，個人情報を適切に管理す

る。 

 

○ 教職員参加型の研修や身近なヒヤリハ

ット事例を取り上げた研修など，自分事と

して捉えられるよう研修を工夫する。また

法令・法規など服務の根拠を確認する研修

を行う。 

 

○ 退校前に机上整理を行い，重要文書や

USB は施錠できる場所に保管する。放課

後は教室を整理整頓し，確実に施錠する。 

〇 画像等のデータは，教職員全員が確認す

ることができる場所に保存する。 

〇 学期末に，服務研修の

実施方法や内容につい

て意識調査・評価を行

う。 

○ 学期末にヒヤリハッ

ト事案についてのアン

ケートや不祥事防止の

チェックを行う。 

○ 毎日管理職が声掛

け・点検する。 

不祥事防止体制の確立 

【温かい人間関係・信

頼関係の醸成】 

〇 一層の協働体制を確立し，不祥事

を生起させない組織づくりをして

いく必要がある。 

 

 

〇 他学年の取組や諸問題等につい

ても確実に共有する。 

 

〇 職務の遂行を組織的に進め，職員

同士のコミュニケーションを促進

する。 

 

 

〇 不祥事防止委員会や情報交換会

などで情報を共有し，組織として問

題解決を図る。 

 

〇 複数体制や「報告・連絡・相談・確認」

を徹底する。各主任を中心に業務の進捗状

況を確認し，互いにサポートできる体制を

整える。 

 

○ 不祥事防止委員会による校内巡視や授

業観察を行い，未然防止に取り組む。 

〇 対応や指導方針等を意識統一し，諸問題

の早期発見・早期対応を図る。 

〇 定期的，または臨時に

不祥事防止委員会を開

き，職務の進捗状況の確

認や気になることなど

の情報共有をする。 

〇 月に１度不祥事防止

委員会で校内の巡視を

行う。 

相談体制の充実 〇 「相談窓口」の認知度は高まって

きたが，保護者・児童ともに活用度

が低い。周知徹底をより一層進めて

いく必要がある。 

 

 

〇 児童一人一人と面談等を行う時

間を確保することが十分でない。 

〇 「体罰，セクシュアル・ハラスメ

ント相談窓口」やスクールカウンセ

ラーへの相談についての定期的な

周知や相談しやすい環境づくりを

する。 

 

〇 業務改善等による児童との面談，

触れ合える場や時間を確保する。 

〇 「ふれあい相談窓口」やスクールカウン

セラーへの相談について随時周知する。相

談日を参観日や個人懇談会等，保護者が来

校する機会に設定し，相談しやすくする。 

〇 教職員のカウンセリングマインドやス

キルを高め，児童や保護者が相談しやすい

環境をつくる。 

〇 各学期末は時程を変更し，児童との面談

等の時間を確保する。 

〇 学期に一回，児童・保

護者・教職員を対象にア

ンケート調査を行う。 

 

 

 

〇 児童との面談の内容

について情報共有を行

う（学期末） 

不祥事根絶のための行動計画 

● 私たちは，子どもたちを，家族を，悲しませない，裏切らない。 

・私たちは，学校のチーム力を高めます。  （信頼ある人間関係） 

・私たちは，人間力を高めます。      （使命感と倫理観） 

・私たちは，教育者として誇りを持ちます。 （志と向上心） 



 


